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令和２年 第１回臨時会　議案の採決状況

令和２年 第２回定例会　議案の採決状況
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令和２年度舟形町一般会計補正予算

令和２年度舟形町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算

舟形町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

舟形町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定

議会の議員の報酬の特例に関する条例の設定
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議 案 審 議

・町長行政報告
・一般質問２名
・議案審議
　（報告第１号～報告第３号
　　承認第２号～承認第８号）

・議案審議
　（議案41～議案44号）

本会議

本会議

本会議

16名

2 名

3 名

会議種別
◆令和２年 第２回定例会　会期及び審議内容 ※本会議前、議会運営委員会及び全員協議会を実施

午前（10:00～12:00） 午後（13:00～16:00） 傍聴者数

6月 ９日（火）

6月10日（水）

6月11日（木）

会　期
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ーー ー ー ー ー ー ー ※ー ー

令和元年度舟形町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

令和元年度株式会社舟形町振興公社経営状況の報告

令和元年度舟形町防災行政無線デジタル化改修工事請負契約の一部
変更についての専決処分の報告

令和元年度舟形町一般会計補正予算の専決処分の承認

令和元年度舟形町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算の専決処分の承認

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認

舟形町税条例等の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認

舟形町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定に
ついての専決処分の承認

舟形町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認

舟形町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認

令和２年度舟形町一般会計補正予算

小型動力ポンプ付消防積載車の取得

舟形町印鑑条例の一部を改正する条例の制定

舟形町税条例の一部を改正する条例の制定

舟形町議会新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の設置
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令和２年 第２回臨時会　議案の採決状況
〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可 決〇 ＊舟形町福祉避難所建設工事請負契約の締結

舟形町防災拠点施設建設工事請負契約の締結
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＊ 議長は採決に加わりません。

・一般質問２名
　終了後、全員協議会　各常任委員会

　全員協議会

・発議第４号　・付託審査報告 
・閉会中の所管事務調査報告
　終了後、議会広報常任委員会

町政を問う

８ページ
叶内  昌樹　議員

デジタルファーストについて

10ページ
奥山  謙三　議員

 ｢新しい生活様式｣ 普及、推進への取り組みは

９ページ
荒澤  広光　議員

自転車保険義務化、町としての対応は

11ページ
斎藤  好彦　議員

避難所の集団感染予防策は

＜一般質問 掲載要綱＞
●議会だより一般質問本文への掲載件数は、２件以内で、３件目以降はタイトルのみ掲載する。
●本文は、内容を要約し掲載しています。

議場入場前に検温を徹底

一般質問とは

　定例会において、各議員が町民の代表として行財政全般にわたり町当局の考え方や疑問をただすこと
です。単に疑問を晴らし事実関係を明らかにするだけでなく、現行政策の見直し、新規政策を提言する、
議員の重要な活動です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本会議での持ち時間は一人40分）

庁舎内各所に設置されているアルコール消毒剤（議場前）

一般質問に４人が登壇

※ 報告は採決を行わない。


